
 

 

 

 

 

令和５年度 
 

 

 

 

 

 

 

道 路 除 雪 実 施 計 画 書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年１１月 
 

 

 

 

 

 

 

 

津  幡  町 
 

 



 

 

目      次 
 

 

 

１．目  的 …………………………………………………………………… 1 

 

２．除雪路線 …………………………………………………………………… 1 

 

３．除雪実施の構成 …………………………………………………………… 2 

 

４．除雪実施要領 ……………………………………………………………… 2 

 

５．除雪実施体制の確立 ……………………………………………………… 4 

 

６．除雪についての注意事項 ………………………………………………… 5 

 

７．地域住民への情報提供 …………………………………………………… 6 

 

８．地域ぐるみでの除雪活動の推進 ………………………………………… 6 

 

９．町道除雪延長調書 ………………………………………………………… 7 

 

10．主要連絡先 ………………………………………………………………… 8 

 

11．指定積雪量観測箇所表 …………………………………………………… 9 

 

12. 排雪場指定箇所表 ………………………………………………………… 9 

 

13. 町有・民間除雪機械保有台数表 ………………………………………… 10 

 

14. 歩道除雪 …………………………………………………………………… 12 

 

15. 除雪業務分担表 …………………………………………………………… 13 

 

  



 

- 1 - 

１．目 的 
 
 
 町管理の主要幹線道路の除雪を実施し、冬期の道路交通の確保を図り民生の安定向 
 
上と産業経済の振興を図るものとする。 
 
 

２．除 雪 路 線 
 
 
 町道の内、次のとおり第一次、第二次、第三次路線に区分し、国道及び県道管理者 
 
と充分連絡の上、民生の安定、物資の輸送を主眼として第一次路線を重点的に除雪を 
 
実施する。 
 
 第一次路線 
 
   （1）国道、県道から各集落や駅に通じる幹線町道 
 
   （2）バス路線 
 
   （3）学校、こども園等に接続する主要町道 
 
   （4）住宅団地内の幹線町道 
 
     
 第二次路線 
 
   （1）第一次路線以外の町道（地域における主要な町道） 
 
 第三次路線 
 

（1）第一次、第二次路線以外で区からの要請により町長が必要と認めた生活 
 
道路 

 
雪みちネットワーク路線 （巻末添付） 

 
（1）大雪時においても、早期かつ連続的な除雪作業を実施し、状況に応じて 

 
道路管理者間の相互支援を行うことで、円滑な交通を確保する路線 
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３．除 雪 実 施 の 構 成 
 
 
（1）平常体制の場合、管内の除雪路線については除雪対策本部（都市建設課）が除 
 
  雪を実施する。 
 
（2）警戒体制及び緊急体制の場合、町に雪害対策本部を設け、除雪対策本部はその 
 
  指揮下に入り、津幡町地域防災計画に基づき、雪害対策本部長の指揮のもとに除 
 
  雪を実施する。 
 
 

４．除雪実施要領 
 
 
（1）平常体制の場合 
 
  パトロール等により、10cm以上の降雪量が観測されたとき、除雪するもの 
 
とする。 

 
（2）平常体制より警戒及び緊急体制ヘ 
 
① 指定積雪量観測箇所及び警戒積雪深 

 
  ア 管内指定積雪量観測箇所は、加賀爪（津幡町役場）、上河合（河合谷町民 
 
   センター）、倶利伽羅、南横根、興津、木窪、山北（笠野小学校）とする。 
 
  イ 警戒体制に入る基準の積雪深は、加賀爪（津幡町役場）で 60cmとする。 
 
 ② 警戒体制への移行の時点 
 
   管内指定積雪量観測箇所がほぼ警戒積雪深に達する恐れがあるときは、積 
 
  雪状況を勘案し、警戒体制への移行を決定し当該体制に入るものとする。 
 
③ 緊急体制への移行の時点 

 
   管内指定積雪量観測箇所の積雪が警戒積雪深を大幅に突破し、主要路線に 
 
  おける降雪状況、降雪強度その他を勘案し緊急事態に陥る恐れがあると判断 
 
  した場合、緊急体制への移行を決定し、当該体制に入るものとする。 
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④ 警戒体制及び緊急体制における措置 
 
  ア 警戒体制における措置 
 
    警戒体制においては、その後に予想される緊急体制への準備として次の 
 
   措置を講ずる。 
 
    ・石川県職員の受け入れ手配 
 
    ・情報連絡の強化 
 
    ・除雪機械及びオペレーターの借上げ応援に関する事前手配 
 
    ・除雪体制の強化 
 
  イ 緊急体制における措置 
 
    緊急体制においては、本要領に基づき緊急に交通確保を図るため、次の 
 
   事項について措置を講じる。 
 
    ・石川県職員の受け入れ 
 
    ・情報連絡の強化 
 
    ・除雪機械及びオペレーター、その他必要機械の確保 
 
  ウ 緊急時の場合 
 
    除雪路線が異常降雪によって、交通が途絶した場合、迅速に第一次路線 
 

内から交通確保を行う路線を定め、除雪を実施する。 
 
（3）市街地除雪「人家連担地区の除雪」 
 
   市街地除雪の実施は、消防活動その他民生安定の上からも極めて重要である 
 

ので、充分対策を検討し、実施にあたっては迅速確実に遂行できるよう、次の 
 

体制を整えておく。 
 
 ① 実施要領 
 
   ア 降雪が続き屋根の雪下ろしが必要となったときは、事前に関係集落と協 
 
    議を行ない、又沿線住民に対し雪下ろしを一斉にするよう要請し、完了後 
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    除雪作業を行なう。 
 
   イ 道路除雪完了後に、屋根雪降ろしや宅内の雪を排出したため道路交通に 
 

支障を来たしたときは、区長を通じて関係者に後始末をするよう要請する。 
 
   ウ 除雪した雪の受入地について、事前に関係区長を通じた協議により、各 
 
    集落でその場所を選定し、道路除雪を円滑に進める。 
 
 

５．除雪実施体制の確立 
 
 
 本道路除雪実施計画を遂行するため、除雪実施体制の確立を図る。 
 
（1）除雪機械の整備 
 
   町有除雪機械および貸与機械は充分な整備点検を冬期前に行うとともに、民 
 

間所有の借上機械については、借上契約を締結し、除雪体制を整える。 
 
(2) 除雪路線の事前把握 
 
  除雪路線の路面状況および道路付属構造物など事前に踏査確認する。 
  
 
（3）積雪量観測 
 
   積雪量観測は、将来の除雪計画に重大な資料となるとともに、除雪実施の成 
 
  果を左右する作業であるため、正確に記録する。 
 
（4）警察署の協力体制の確立 
 
   警察署とは「除雪対策」全般にわたり充分協議する。除雪の実施に当たっては、 
 
  綿密な連絡をとり路上放置物件の取り締まり、除雪機械の運行に対する交通情報 
 

収集等の協力を求める。 
 
（5）国、県との協力体制の確立 
 
   国道、県道に通じる消防・救急のほか、ライフライン確保に必要な道路（第一 
 
  次路線）について、国、県の除雪対策に合わせた除雪により、町道の交通を確保 
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  する。 
 
（6）道路管理者等との情報連携体制の強化 
 
   大雪警報等が発表された時は、県央土木総合事務所が設置する情報共有サイト 
 

や国土交通省等の関係機関により設置される情報連絡本部と連携し、交通事故や 
 

渋滞、通行止め、気象情報などの情報を関係機関相互に共有する。 
 
（7）除雪車運行管理システムの導入 
 

除雪機械（１３台）にＧＰＳ端末を活用した運行管理システムを導入しデジタ 
 

ル化を図り、安全かつ効率的な除雪業務の実施を推進する。 
 
 

６．除雪についての注意事項 
 
 
（1）降雪期において、道路上に除雪の障害となる自動車、自転車等を放置しない 
 

こと。この物件は事前に各集落において責任を持って除去すること。 
 
（2）除雪作業の支障となる障害物の箇所は、関係集落において赤布等の目印を標 
 

示してオペレーターが分かるようにすること。 
 
（3）除雪幅員は、その道路の現況に応じ必要な幅員とする。従って路肩の除雪は 
 
  待避所以外実施しないものとする。 
 
（4）消火栓及び消防水利の場所の除雪は、関係集落において実施すること。 
 
（5）除雪後、水はけの悪い場所については、関係集落において水きりをし、路面 
 

の排水に充分注意すること。 
 
（6）歩道の除雪は原則として、関係集落において実施する。 
 
（7）冬期前に道路に倒伏しそうな竹木は、事前に関係集落で除去しておくとともに、 
 

降雪により倒伏した場合は、すみやかに除去すること。 
  
（8）道路除雪においては、関係集落の協力が不可欠であり、除雪についての要望や 
 



 

- 6 - 

 
苦情は、必ず当該区長を通じ除雪対策本部へ連絡すること。 

 
 

７．地域住民への情報提供 
 
 
（1）気象警報が発表された時は、防災行政無線、津幡町メール配信サービス、津 
 

幡町公式ＬＩＮＥ等を用い住民へ周知する. 
 
（2）積雪量観測の結果を必要に応じ、津幡町ホームページで周知する。 
 
（3）冬季間の道路画像や積雪情報等を閲覧できる、石川県ホームページ「石川の 
 

雪みちナビ」を町広報誌に掲載し、周知する。 
 
 

８．地域ぐるみでの除雪活動の推進 
 
 
（1）地域の住民による共同除排雪活動が円滑、かつ効果的に実施されるよう地域 
 
ぐるみの除排雪活動を推進する。 



 

 

 

９．町道除雪延長調書 
 

◎地区別除雪延長 

地 区 名 延  長 摘                要 

津  幡  地  区 
42.1 km 

（3.5） ショベルドーザ，ロータリ除雪車及び排雪用トラックによる除雪，散布車 

中  条  地  区  
(太田舟橋線含む) 

56.0 km 

（6.0） グレーダ，ショベルドーザ，ロータリ除雪車及び排雪用トラックによる除雪，散布車 

笠  谷  地  区 
29.4 km 

（3.8） ショベルドーザ及びロータリ除雪車による除雪，散布車 

井  上  地  区 
21.0 km 

（1.4） ショベルドーザ，ロータリ除雪車及び排雪用トラックによる除雪，散布車 

英  田  地  区 
32.7 km 

（3.6） 
ショベルドーザ及びロータリ除雪車による除雪，散布車 

河 合 谷 地 区 
 5.0 km 

（0.6） 
ショベルドーザ，ロータリ除雪車及び排雪用トラックによる除雪 

倶 利 伽 羅 地 区 
44.2 km 

（4.1） 
ショベルドーザ，ロータリ除雪車及び排雪用トラックによる除雪，散布車 

河 北 潟 地 区  
(太田領家線含む) 

12.3 km ショベルドーザ，ロータリ除雪車及び排雪用トラックによる除雪，散布車 

消雪装置設置路線 22.2 km  

計 
264.9 km 

(23.0)  

備 考  地区別除雪路線及び区間については、別途図面作成の上、各区長及び関係機関に配布し、除雪体制の 

徹底を図るものとする。                         （ ）は区道の延長 
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10．主 要 連 絡 先 
 

 

連絡先 電話番号 備考 

国土交通省金沢河川国道事務所 264-8800  

国土交通省金沢国道維持出張所 238-5071  

北陸信越運輸局石川運輸支局 291-0531  

金 沢 地 方 気 象 台 260-1463  

石 川 県 危 機 対 策 課 225-1482  

石 川 県 道 路 整 備 課 225-1727  

県央土木総合事務所津幡土木事務所 289-4161  

陸 上 自 衛 隊 金 沢 駐 屯 地 241-2171  

津 幡 警 察 署 289-0110  

津 幡 町 消 防 本 部 288-3000  

ＪＲ 金 沢 支 社 施 設 課 253-5230  

ＪＲ 七尾鉄道 部  工務課 (0767)52-0381  

ＩＲいしかわ鉄道 施設センター 256-5096  

ＩＲ 津  幡  駅 289-2020  

北 陸 鉄 道 
（本社）237-8111 

（柳橋) 258-2233 
 

津幡町生活環境課 (町営バス ) 288-6701  

北陸電力送配電 石川支店  （0120）837-119  

Ｎ Ｔ Ｔ フ ィ ー ル ド テ ク ノ  北 陸 支 店  石 川 営 業 所 （0120）444-113  

河 北 郡 市 土 建 協 同 組 合 288-3955  

北 國 新 聞 社 河 北 総 局 289-2263  

北陸中日新聞社津幡通信部 289-2331  

津幡町総務課（町防災担当） 288-2120  

津幡町都市建設課（町除雪担当） 288-6703  
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11．指定積雪量観測箇所表 

 
観測時間は８時 30分、16時 00分を原則とする。 

なお、降雪の状況によっては、随時観測するものとする。 

 

 

12．排雪場指定箇所表 
 

 

設 置 位 置 備        考 

川  尻  水   門 津幡川 右岸下流 （県町共同） 

臨 時 排 雪 場 清水丘陵線沿線 

 

 

観測位置 観 測 機 関 摘     要 

加 賀 爪 津 幡 町 役 場  

山   北 笠 野 小 学 校  

興    津   

上 河 合 河合谷町民センター  

木   窪   

南 横 根   

倶 利 伽 羅   



 

 

13．町有・民間除雪機械保有台数表 
 

 

 

 

 

  

    機械別

所有者名 
モータグレーダ 

トラクターショベル

(貸 与) 

トラクターショベル

除 雪 ド ー ザ 
ロータリ除雪車 散 布 車 計 摘  要 

町有(貸与含む) － ２２台   ４台 １台 １台 ２８台  

民    間 １台 - ５４台 １台 － ５６台  

計 １台 ２２台 ５８台 ２台 １台 ８４台  

所有者名 所 在 地 
除  雪  機  械 

電 話 番 号 摘  要 
ロータリー 台数 

モータ 

グレーダ 
台数 

トラクターショベル

除雪ドーザ 
台数 

㈱ 石 川 建 設 津幡町字杉瀬     ９１０，ＩＴ２８Ｂ ２ ２８８－３０３０  

排雪ダンプについ

ては必要に応じて

民間所有者より借  

上するものとする。 

㈱ 大 河 組 〃  清水     ＷＡ１００（貸与） １ ２８８－３４４４ 

小 川 建 築 〃  川尻     ＷＡ４０ １ ２８９－０７７３ 

加 州 建 設 ㈱ 金沢市小金町     ＷＡ１００ １ ０７６７－２８－３１６６ 

㈱金沢舗道 〃 長田     ＷＡ１００ １ ２２３－４８５８ 

㈱河北土木ｻｰﾋﾞｽ 津幡町字牛首     ＷＡ１００ １ ２８７－１２０５ 

北川ヒューテック㈱ 金沢市神田     ６０ＺⅢ １ ２４３－２２１０ 

(宗)倶利迦羅不動寺 津幡町字倶利伽羅 ＮＲ４５３ １     ２８８－１４５１ 

㈱コントラック 〃  南中条     ＷＡ１００ １ ２８９－０４７０ 

坂本建設 〃  七野     ＷＡ１００（貸与） １ ２８８－０３２４ 

㈱ さ な だ 瓦 店 津幡町字庄     ９１０ 

９１０Ｍ（貸与），ＺＷ８０Ｓ（貸与） ３ ２８８－５５９５ 

沢 田 工 業 ㈱ 金沢市馬替     ９１０Ｇ １ ２４８－１４２８ 

三 友 工 業 ㈱ 〃 田上本町     ５０ＺＶ １ ２２１－４１３１ 

盛 進 工 業 ㈱ 羽咋市次場町     
９１０ 

ＺＷ１００（貸与） 
２ ０７６７－２２－６０８０ 

㈲ セ イ ワ 建 設 津幡町字浅田     
ＬＫ４０ＸＺ 

ＷＡ１００（貸与） 
２ ２８８－６３９６ 

大 幸 建 設 ㈱ 〃  仮生     ５０ＺＶ２，ＷＡ２７０ ２ ２８８－０４２０ 

㈱ 田 賀 建 設  〃  川尻     ＷＳ２１０ １ ２８８－３８０２ 

㈱ 滝 川 組  〃  舟橋     ＦＬ３０３，ＺＷ１００（貸与） 

ＷＡ１００（貸与） ３ ２８９－４７５１ 
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㈲武田設備工業 津幡町字潟端     ＷＡ１００，ＺＷ１００(貸与) 

ＷＡ１００(貸与)  ３ ２８８－４２６５ 

 

辰 村 道 路 ㈱ 金沢市疋田   Ｇ４０Ａ３ １ ＷＡ２００，ＷＡ１００ ２ ２８８－１１０１ 

㈱ 津 幡 工 業 津幡町字清水     
ＺＷ１００(貸与) 

ＷＡ２００(貸与） 
２ ２８８－３２５５ 

㈱トステック 〃  杉瀬     
ＷＡ２７０ 

ＺＷ１００（貸与） 
２ ２８８－８５８５ 

中田設備工業 〃  南中条     ＷＡ３８０，ＷＡ２７０ 

ＷＡ２００（２），ＷＡ１００（４） ８ ２８８－８８０７ 

㈱ 中 農 組 〃  竹橋     ＷＡ１００(貸与) １ ２８８－０３１４ 

㈲ 中 農 土 木 〃  竹橋     ＷＡ１００(貸与) １ ２８８－１５４４ 

中 本 建 設 ㈱ 〃  中山     ＺＷ１００，ＺＷ１２０ 

ＺＷ８０Ｓ（貸与） ３ ２８８－５５２８ 

㈱ 西 島 組  〃  北中条     
９３８Ｇ，９３８Ｈ，９３８Ｋ

９３８Ｍ，９３８ＭⅡ  

９１０，ＷＡ１００（貸与） 
７ ２８８－２５３５ 

㈱長谷川建設 〃  鳥越     
ＬＫ７０，ＷＡ１００ 

９１０ ３ ２８８－１５５６ 

光 道 路 ㈱ 金沢市東蚊爪     ＷＡ１００ １ ２３９－１３００ 

㈲ フ ジ 宣 伝 津幡町字津幡     ＺＷ１００（貸与） １ ２８９－２８２９ 

㈱府中基礎サービス 〃 杉瀬     ＷＡ１００（貸与） １ ０９０-３２９５-８０７１  

ホクシンエ業㈱ 金沢市神田     ＬＸ７０ １ ２４２－３７７３ 

㈱ マ エ ダ 〃 湖陽     ＷＡ１００（５） ５ ２５７－０７７７ 

マスケンワークス㈱ 津幡町字庄     ＺＷ４０，ＺＷ１００（貸与）  ２ ２８８－３８２２ 

丸 建 道 路 ㈱ 金沢市小坂町     ＷＡ１００ １ ２３８－４８８６ 

㈲ 水 野 建 設 津幡町字五反田     ５０ＺⅡ １ ２８９－３６３０ 

㈱  村  建 〃  清水     ＷＡ１００(貸与) １ ２８８－７７３３ 

森 田 建 設 ㈱ 〃  浅田     
Ｅ８３０ 

ＺＷ１００(貸与) ２ ２８８－５１３３ 

㈱ 山 田 組 〃  横浜     
９１４Ｇ，ＷＡ２００（貸与） 

ＷＡ１００（貸与） 

ＺＷ１００（貸与） 
４ ２８８－３８１１ 

山 藤 管 工 ㈱ 〃  北中条     ９１４Ｇ １ ２８８－３８２５ 

㈱ 山 本 設 備 〃  種     ＷＳ５１０Ａ １ ２８９－２９２６ 

計   １  １  79  
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14．歩 道 除 雪 
 

歩道除雪は、歩道利用者の利便を確保するため、地域住民の協力により実施する。 

 

歩道除雪計画 

 （1）歩道除雪は、区長の指揮により行う。 

 （2）小型除雪機は、関係各区に貸与する。 

 （3）除雪に当たっては、通学路または歩行者の多い路線より行う。 

 （4）除雪に要する労力は、区の負担とする。 

 （5）機械に使用した燃料や機械損料、修理及び保険等は町の負担とする。 

 

 

◎歩道除雪の路線数及び延長 
 

国  道 １路線  5.6 km   

県  道 8路線 13.3 km   

町  道 25路線 20.6 km   

合  計 34路線 39.5 km   

 

 

◎歩道除雪機械保有台数 
 

国土交通省（無償）  2台    

石川県（無償）  3台    

津幡町 20台    

合 計 25台    
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15．除雪業務分担表 
 

班     別 氏     名 業      務 

総   指   揮 本 多 課 長   

情報連絡及び指導班 藏 本 担当課長 

関係機関との情報連絡 

現地指導及び配車計画 

その他 

現

地

指

導

班 

第  １  班 
西 田 係 長 

酒 井 係 長 
除雪排雪作業現地指導、 

降雪時による災害調査、 

復旧及び除雪後の道路 

調査 第  ２  班 
河 島 副主幹 

中 川 係 長 

車 

 

両 

 

班 

ショベルドーザ 

ロータリ除雪車 

ダ  ン  プ 

河 島 副主幹 

中 川 係 長 

酒 井 係 長 

山 崎 係 長 

宮 野  技能技士 

竹 森 主 事 

西 田 係 長 

相 良 主 事 

小 向 主 事 

中 田 技 師 

除雪機械運転 

    〃 

   〃   

    〃    

   〃 

   〃 

除雪機械誘導 

    〃    

   〃 

   〃 

庶   務   班 

國 田 副主幹 

横 山 主 査 

北 野 技 師 

一般庶務 

 

津幡町役場代表 288－2121  

都市建設課直通 288－6703 直通番号をご利用下さい。 

平常時の場合には、この分担表によるものとし、警戒、緊急時になれば、別途編成するもの

とする。   

 



(一)向粟崎安江町線

(主)松任宇ノ気線

(主)七塚宇ノ気線

(主)金沢
田鶴浜線

内灘町役場

金沢医科大学病院

白尾ＩＣ

内灘ＩＣ

津幡土木事務所管内

（かほく市、津幡町、内灘町）

雪みちネットワーク路線図

内灘白帆台ＩＣ

のと里山海道

除雪区分 ネットワーク路線

国道(直轄区間)

除雪重点路線
（５ｃｍ）

市町道・臨港道路
（各機関の除雪基準）

凡　　例　（除　雪　区　分）

救急告示病院

消防署

主要駅

インターチェンジ

その他主要施設

凡　例　（施　設）

内灘町消防本部



(一)森本津幡線

(主)高松津幡線
七塚宇ノ気線

(一)高松
内灘線

(一)莇谷津幡線

(一)川尻
津幡線

かほく市役所

かほく市

消防本部

高松

分署

津幡町役場

津幡町消防本部

河北中央病院

(国)８号

(国)１５９号

高松ＩＣ

看護大ＩＣ

舟橋ＪＣＴ

南中条ＩＣ

中橋ＩＣ

加茂ＩＣ

刈安ＩＣ

(一)南中条津幡停車場線

倉見ＩＣ

内日角南ＩＣ

津幡駅

津幡土木事務所

(一)黒川横山線
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